
 

 

県立特別支援学校の部及び高等部の学科等に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

県立清武せいりゅう支援学校の病院訪問教育に対応するため、所要の改正を行うもの

である。 

 

 

２ 改正の概要 

第４条（特別支援学校が行う教育の対象者）の表中左欄（学校名）「県立清武せいりゅ

う支援学校」の右欄（対象者）に「病弱者」を追加する。 

 

 

３ 施行期日 

公布の日（平成 31年４月１日から適用） 

 

 

４ 改正案 

別添新旧対照表のとおり 

議題第２５号
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